
２０１３年３月 

カネミ油症新認定訴訟 

法廷ニュース NO.7 
カネミ油症被害者支援センター 

       問い合わせ ０９０－９３２１－８６０７ YSC 伊勢 

２００８年５月２３日に福岡地裁小倉支部に第一次提訴してから約５年、 

３月２１日に判決が言い渡されます。 

さる２月２１日に行われた弁論準備期日で裁判所が提示した和解条項案は、 

実質的には認定前１０年分の治療費として１人３０万円の支払い義務のみ、 

というあまりにひどい内容であったため、原告及び弁護団はこの和解案に強く

抗議し、受け入れを拒否しました。 

被告であるカネミ倉庫（株）は和解協議の中で１０万円という金額を提示し

たと伝えられましたが、この誠意のなさ、加害者であるという認識の欠如に  

唖然とするばかりです。その姿勢を支持するかのような裁判所の和解案でした

から、判決も原告にとっては厳しい内容が予測されます。 

判決言い渡しの法廷を傍聴者で埋め尽くし、完全勝訴を目指して頑張る 

という意志を示しましょう。 

  ☆ ３月２１日（木）１３時３０分～ 

福岡地方裁判所 小倉支部２０７号法廷 判決言い渡し 

ぜひとも傍聴・ご支援よろしくお願いします！ 

☆ また終了後には報告集会を開きます 

～新認定裁判勝利を目指して 今後の行動提起など～ 
 

日 時：３月２１日（木）１４時３０分～１７時００分 
場 所：弁護士会館 ４階または５階（裁判所の隣） 
参加費：無料 
 

（主なプログラム） 
１．新認定訴訟の判決の内容と今後について 
２．カネミ油症施策推進法の活用について  
３．その他 


